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望まない受動喫煙
をなくすために

「
禁
煙
チ
ャ
レ
ン
ジ
応
援
プ
ラ
ン

助
成
金
制
度
」を
ご
活
用
く
だ
さ
い

市
で
は
、
初
め
て
医
療
機
関
で
禁
煙
外
来
治
療

を
受
け
る
方
を
対
象
に
、
禁
煙
外
来
治
療
に
か

か
っ
た
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る
制
度
「
禁
煙

チ
ャ
レ
ン
ジ
応
援
プ
ラ
ン
助
成
金
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。禁
煙
し
た
い
と
思
う
け
ど
、な
か
な
か
禁
煙

で
き
な
い
と
悩
ん
で
い
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご
活
用
く

だ
さ
い
。
医
療
機
関
に
相
談
す
る
こ
と
で
専
門
的

な
サ
ポ
ー
ト
が
受
け
ら
れ
、
禁
煙
へ
の
一
歩
を
踏

み
出
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。禁
煙
治
療
を
開
始
す

る
前
に
、保
健
セ
ン
タ
ー

へ
申
請
が
必
要
で
す
。詳

し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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改
正
法
に
お
け
る

3
つ
の
基
本
的
な
考
え
方

１
．
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
な
く
す

　

 　
受
動
喫
煙
が
他
人
に
与
え
る
健
康
影
響
と
、

喫
煙
者
が
一
定
程
度
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
で

き
る
だ
け
周
囲
に
人
が
い
な
い
場
所
で
喫
煙
す

る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
で
望
ま
な
い
受
動
喫
煙

を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

２
． 

受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
影
響
が
大
き
い

子
ど
も
、
患
者
な
ど
に
特
に
配
慮

　

 　
子
ど
も
な
ど
20
歳
未
満
の
者
、
患
者
な
ど
は

受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
影
響
が
大
き
い
こ
と
を

考
慮
し
、
こ
う
し
た
方
々
が
主
た
る
利
用
者
と

な
る
施
設
や
、
屋
外
で
は
、
喫
煙
し
な
い
よ
う

配
慮
し
ま
し
ょ
う
。

３
．施
設
の
類
型
・
場
所
ご
と
に
対
策
を
実
施

　

 　
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
無
く
す
と
い
う
観
点

か
ら
、
施
設
の
類
型
・
場
所
ご
と
に
、
主
た
る

利
用
者
の
違
い
や
、
受
動
喫
煙
が
他
人
に
与
え

る
健
康
影
響
の
程
度
に
応
じ
て
、
禁
煙
措
置
や

喫
煙
場
所
の
特
定
と
掲
示
を
行
う
よ
う
義
務
付

け
ら
れ
ま
し
た
。

が
約
3
分
の
1
に
減
少
し
ま
す
。
約
5
年
後
以
降

に
は
、
肺
が
ん
の
危
険
性
が
下
が
り
、
10
〜
15
年

後
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
に
か
か
る
危
険
性
が

非
喫
煙
者
の
レ
ベ
ル
ま
で
近
づ
き
ま
す
。
ま
た
、

30
歳
ま
で
に
禁
煙
す
る
と
、
非
喫
煙
者
と
同
等
の

余
命
が
期
待
で
き
る
こ
と
や
、
50
歳
で
禁
煙
し
て

も
6
年
長
く
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
ば
こ
の
煙
に
よ
る
健
康
影
響

た
ば
こ
に
は
、4
千
7
0
0
種
類
以
上
の
化
学

物
質
、
ニ
コ
チ
ン
・
タ
ー
ル
・
一
酸
化
炭
素
な
ど

約
2
0
0
種
類
以
上
の
有
害
物
質
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。
た
ば
こ
の
先
か
ら
出
る
副
流
煙
に
は
、

喫
煙
者
が
吐
き
出
す
主
流
煙
よ
り
も
多
く
の
有
害

物
質
が
含
ま
れ
て
お
り
、
わ
ず
か
な
量
の
煙
や
蒸

気
で
も
脳
卒
中
や
が
ん
・
循
環
器
・
呼
吸
器
・
妊

娠
へ
の
影
響
と
い
っ
た
健
康
被
害
が
引
き
起
こ
さ

れ
ま
す
。
受
動
喫
煙
に
よ
る
死
亡
者
数
は
、
年
間

約
1
万
5
0
0
0
人
と
推
計
さ
れ
、こ
れ
は
交
通

事
故
の
死
亡
者
数
約
4
千
人
の
3
倍
以
上
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

禁
煙
の
効
果

禁
煙
す
る
こ
と
に
よ
り
、
長
年
た
ば
こ
を
吸
っ

て
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
疾
病
や
死
亡
リ
ス
ク
が

減
少
す
る
な
ど
健
康
改
善
に
つ
な
が
り
ま
す
。
禁

煙
に
よ
る
健
康
改
善
は
、
若
年
で
あ
る
ほ
ど
効
果

が
あ
り
ま
す
が
、
禁
煙
す
る
の
に
遅
す
ぎ
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
病
気
を
持
っ
て
い
て
も
、
禁
煙
す
る
こ

と
で
健
康
改
善
効
果
が
期
待
さ
れ
る
た
め
、
病

気
の
有
無
を
問
わ
ず
、
禁
煙
す
る
こ
と
は
大
切

で
す
。
禁
煙
す
る
と
20
分
後
に
は
血
圧
と
脈
拍
が

正
常
値
ま
で
下
が
り
、
手
足
の
温
度
が
上
が
り
ま

す
。
24
時
間
後
に
は
心
臓
発
作
の
危
険
性
が
低
下

し
、
禁
煙
1
カ
月
後
に
は
、
せ
き
や
た
ん
な
ど
の

呼
吸
器
症
状
が
改
善
、
免
疫
力
の
回
復
に
よ
っ
て

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
の
呼
吸
器
感
染
症
に
か

か
る
危
険
性
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
禁
煙

後
1
年
経
つ
と
肺
機
能
が
改
善
し
、
禁
煙
2
〜
4

年
後
に
は
虚
血
性
心
疾
患
や
脳
梗
塞
の
危
険
性

　
た
ば
こ
は
、喫
煙
者
だ
け
で
な
く
、そ
の
煙
を
吸
っ
て
し
ま
う
周
囲
の
人

に
さ
ま
ざ
ま
な
健
康
へ
の
影
響
を
与
え
ま
す
。
望
ま
な
い
受
動
喫
煙
の
防
止

を
図
る
た
め
、
2
0
1
8
年
7
月
、国
会
で
健
康
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
が
成
立
し
、
2
0
2
0
年
4
月
1
日
か
ら
全
面
施
行
さ
れ
ま
す
。
本

市
に
お
い
て
も
、望
ま
な
い
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
の
取
り
組
み
を
進

め
て
い
き
ま
す
。

禁煙週間に合わせ
忍城を黄緑色に
ライトアップ

　5月31日は、世界保健機関（ＷＨＯ）
が禁煙を推進するために制定した「世界
禁煙デー」です。厚生労働省もこれに合
わせて、5月31日～ 6月6日の1週間
を「禁煙週間」と定めています。市では、
行田市医師会と連携し、禁煙および受
動喫煙防止の普及啓発を図るため、禁
煙週間の期間中、忍城を黄緑色にライ
トアップしました。

2019年
7月 9月（ラグビーワールドカップ） 4月 7月（東京オリンピック・パラリンピック）

2020年

1／24  一部施行①（喫煙する際の周囲の状況への配慮義務）

7／1 一部施行②（学校・病院・児童福祉施設など、行政機関）

 原則敷地内禁煙

4／1 全面施行
 （上記以外の施設など）

 原則屋内禁煙

20分後
血圧と脈拍が正常値まで下がる

8時間後
血中の一酸化炭素濃度が下がり、酸素濃度が上がる

24時間後
心臓発作の危険性が低下。味覚や嗅覚が改善する

2週間～3カ月後
心臓・血管などの循環器機能が改善する

2～4年後
虚血性心疾患や脳梗塞の危険性が減少

5～9年後
肺がんの危険性が明らかに減少する

10～15年後
さまざまな病気にかかる危険性が非喫煙者とほぼ同等

1カ月～9カ月後
呼吸器機能が改善する

呼吸器感染症の罹患率が低下する

1年後
肺機能が改善（慢性閉塞性肺疾患の改善）

～健康増進法が改正され、
 2020年4月1日より全面施行されます～

受
動
喫
煙
防
止
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

2
0
2
0
年
4
月
1
日
ま
で
に
施
設
区
分
に

応
じ
た
市
内
の
敷
地
内
禁
煙
や
屋
内
禁
煙
な
ど
の

受
動
喫
煙
対
策
が
段
階
的
に
施
行
さ
れ
ま
す
。

市
内
の
公
共
施
設
で
は
、
産
業
文
化
会
館
が

2
0
1
9
年
6
月
1
日
か
ら
敷
地
内
禁
煙
と
し
て

お
り
、一
部
施
設
を
除
く
本
庁
舎
な
ど
が
7
月
1
日

か
ら
同
じ
く
敷
地
内
禁
煙
と
な
り
ま
す
。
市
民
の

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。


